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サポTい Tス1函館

`学校には行けないけど,学級のことは気になる
日学校には気持ちが向かないけど進路が心配

・ 1勉 強 は したいけど不安で学校に行けない

=なんとなく学校に行けない

と判断さ

児童生在籍校と保護者|ま
,

函館市教育委員会が設置
`可
塵営しているので,型塁塁曇塾≧墾二重重皇

交通費などは自己負担となります

二型塑望ユ皿幽塑藝 様々な専門家がサポー トします

・ベテランの教員経験者
・現役の教員 (指導主事)
口こころの相談員 等

・自分で計画した自学自習を得います。
・学校で配付された学習用端末を使用した学
習ができます。
・中学生は AIドリルを活用できます。
・指導員等が学習を見守ります。
・生活リズムが整えられます。
,相談員とお話しができます。
・特別支援教育にかかわる対応ができます。

こんなことができます こんな人がいます

まずは相談を 奮(0138)57-3251 (平日9:00～ 17:00)

新しい居場所を

利用してみませんか

蔓鑽趙瘍炊慟輻鍮院で,           強は好蟄恣Φ
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<利用可能日>
利用できるのは平日です。

(祝日,学校の長期休業日を除きます。)

<時  間>
利用できる時間は,

平日 10:00～ 14100
です。

※ 上記の時間内のいつでも利用できます。
<服  装>
服装は自由ですが,通所に適した服装にし

ましょう。

<昼  食>
給食はありません。

必要な場合は,弁当等を持参してください。

<交通手段>
徒歩,公共の交通機関の利用1も しくは1
保護者等の送迎となります。

※ 自転車での通所はできません。
<持 ち 物>
上靴,必要に応じた学習用興

利用を希望する場合は,教育相談を行い,
教室を見学することができます。

学校を通して申し込むか,函館市南北海道

教育センター (丁EL:57-3251)に直接御連絡

ください。
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●保護者からの申込

(電話もしくは学校を通 して)

●本人および保護者と担当者が

教育相談を行い,その後,教
室を見学します。

●体験を通して,利用を開始す

るかどうか検討します。

●保護者から利用の申込

●学校との教育相談

(学校を通して通所申込書の提出)

●利用開始

医師会病院

研修センター

ローソン

湯川

イオン

【お聞い合わせ先】
函館市南北海道教育センター (函館市湯川町3丁目38-38)

日 (0138)57-8251 (平 日9:00～ 17:00)

「

相談申込

教育相談

数室見学
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